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OntheScenicPreservationofSakurajima

asseenfromShiroyamaObservatory

ＳｈｏｚｏＴＯＹＯＤＡａｎｄＫａｔｔａＶＥＮＫＡＴＡＲＡＭＡＮＡ

SakurajimawhichissituatedinKinkoBayandinfrontofKagoshimaCityisalargeactive
volcano．

(1)AmongthelocationsinthecityfromwhereSakurajimaisseen,theurbanareaareseeninthe

foregroundfromthreelocationsandtheselocationsarecomparedasobservatoriesfor

Sakurajima・Asaresult,ShiroyamaObservatoryisverifiedasthebestlocationfromtheview

pointofscenictheoryBesides，Ｓｈｉｒｏｙａｍａｉｓｔｈｅｍｏｓｔｆａｍｏｕｓｐｌａｃｅｆorsight-seeinginthe

city，withhistoricrelicsandnaturalmonuments，ａｎｄｉｔｉｓａｌｓｏｃｌｏｓｅｔｏｔｈｅｃｅｎｔｅｒｏｆｔhecity．

(2)Thephotomontagesinthecaseof（Ａ）theYokohamaLandmarkTower,thehighestbuilding
inJapan,（Ｂ)abuildingof30floors,ａｎｄ(Ｃ)theMarineTowerandamicrowaverelaytower，
superimposedintheforegroundofSakurajimaasseenfromShiroyamaObservatory，ａｒｅ

made,Afterexaminingthephotos,ｗｅconcludedthatthepanoramaoftheseafromthebreak‐

watersofKagoshimaHarbortotheshorelineofSakurajimaoughttobepreserve｡,atthevery
least．

(3)KagoshimaPrefecturehaspublishedguidelinesforscenicpreservationofthearea､However，
itisdoubtfulwhethertheseguidelinescanregulatetheheightandcolorofabuildingtobe

builtinfuture,intheforegroundofSakurajima・Therefore,itisdesirablethataspecificregu‐
lationforthescenicpreservationofthispanoramabeestablishedsoo､．

１．まえがき

城山展望台からの鹿児島市街地を通して目前に見る，

錦江湾の海面上に浮かぶ峻険で雄大な火の山，桜島の

パノラマ景観は，国内のみならず世界でもたぐいまれ

な眺望である。

論文ではこの景観を保全することを目的として，手

前の市街地や港湾地域に高層建築物や電波中継塔など

の建造物が建設された場合の，景観の変化について合

成写真を作成して検討し，許容されるべきそれらの高

さや色彩について提案するとともに，桜島の景観の保

全に関する景観条例の制定について提案する。

２．市内からの桜島の景観

鹿児島のシンボルである桜島の景観を市内から望め

る場所は，吉野公園，磯庭園，多賀山，城山長島美

術館，唐湊や紫原の丘陵，錦江湾公園などが挙げられ

る。

その内，市街地を通して桜島の景観が望めるのは城

山，長島美術館，唐湊や紫原の丘陵の３カ所である。

活火山の景観は世界各地で見られるが，ここのように

大都会の市街地の直前に，海を介して活火山が展望で

きる場所は，世界広しといえども桜島だけである。

城山，長島美術館，唐湊の丘陵から撮影した３枚の
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写真を比較すると，唐湊からは鹿児島大学工学部が伊

敷から移転してきた，1959年頃はまだ十分に錦江湾の

海面を見ることができたが，現在では手前に建築物が

林立して錦江湾の存在すら感ずることがむずかしい。

（写真２）

長島美術館から撮影した写真３では近景にビロー郁

子を配し，それなりの景観を形成していて，海面もシー

クエンス（景観の連続的変化）が保たれているが，そ

の幅は狭く，また松原町のＮＴＴの電波中継塔により

それは分断されている。

それらに比較して城山から撮影した写真１は比較に

ならないほどすばらしい景観を呈している。その理由

を景観学')の観点から説明すると，

(1)手前に市街地，その先に北埠頭ウォーターフロン

トと防波堤，さらに錦江湾の幅広い海面，そのうえ

に浮かぶ峻険にして雄大な火の山，桜島，それらの

調和の取れたパノラマ景観を巧まずして形成してい

る。

(2)近，中景域に人工施設である市街地，港湾施設に

対し，遠景域に自然景観である海と桜島が取り入れ

られている。

(3)錦江湾の海面が十分な幅を持ち，しかもそれを分

断するものが無く，シークエンス（景観の連続的変

化）が保たれている。

(4)城山展望台付近には天然記念物である大楠や松が

群生していて，見る場所によるとそれらによる額縁

効果が対象景観を引き立たせる。

(5)桜島は鹿児島市の東に位置して昼から夕方にかけ

て太陽の位置がもっとも良いし，太陽の位置によっ

て桜島はさまざまに変化する。

(6)城山から桜島山頂までは10kmにも満たずに，３場

所の中でもっとも近く，活火山の荒々しい山肌を望

観することができる．

さらに城山自身次のような特‘性を有している。

(1)城山は史跡に指定され，西郷隆盛終罵の地として，

鹿児島でもっとも知られ，県内外の人々に親しまれ

ている場所である。

(2)城山は山としても市内各所から見える，大楠など

天然記念物の自生する名山である。

(3)城山は市内定期観光バスのルートの中で,磯庭園，

熱帯植物園とともに下車観光地に指定され，観光客

が必ず訪れる鹿児島第一の観光名所である。

(4)城山は天文館など市の中心地から非常に近い。

３．鹿児島の今後の発展の姿と他都市との

相違

来年には県庁が鴨池新町に18階建ての新庁舎を建築

して移転する。鹿児島も遅ればせながら高層建築物時

代に入る。日本では東京に霞ケ関ビルが建築されて以

来，高層建築物時代に入り，新宿副都心や最近では横

浜みなとみらい21地区の高さ296ｍのランドマークタ

ワーが日本一の高さを誇っている。目を九州に向ける

と，福岡ではウオーターフロントももち地区などに高

層建築物が林立している。隣県宮崎県にも昨年シーガ

イアに地上43階建てのホテルオーシャン45が建築され，

その偉容を誇っている。鹿児島もすぐに高層建築物時

代に入るに違いない。それがまた鹿児島の未来の発展

を表徴するものである。

鹿児島以外の都市ではいくら高層の建築物が建築さ

れても問題はない。返って高ければ高いほどその都市

のシンボルとして市民に親しまれ，またその都市の繁

栄を誇示するものとして誇りにも思われよう。鹿児島

市でも城山展望台からの桜島の景観の視界から外れる，

天文館から南の地域に高層建築物が建築されるのは非

常に結構なことである。翻って城山展望台からの桜島の

景観の中に高層建築物が建築された場合を考えてみる。

４．高層建築物が入った場合の景観の変化

新し<マリンテラス鹿児島と愛称されることになっ

たポートルネッサンス21事業の北埠頭地区のホテル建

築予定地に，ランドマークタワー及び30階建ての高層

建築物が建築された場合の合成写真を作成した。（写

真4及び5）また北埠頭旅客ターミナル付近に高さ１０６

ｍのマリンタワーと，市役所東館屋上にＮＴＴの電波

中継塔が建設された場合の合成写真を作成した。（写

真6）景観の良し悪しは多くの人々がいかに感ずるか

で決められるものである。何人かの人々にこれらの合

成写真を見ていただいた結果はほぼ同じ意見が得られ

た。それは城山展望台から見て東及び南防波堤までの

視界に入る高さの建築物ならば建築が許されても良か

ろう。'快いシークエンス（景観の連続的変化）を形成す

る錦江湾の海面は少なくとも東及び南防波堤から対岸の

桜島までの間は保全すべきであると言うことであった。

５．国内外及び鹿児島における高さ規制など

フランスのパリやアメリカのワシントン，.Ｃ､では，

都市改造計画ないし都市計画で，いずれも機能的な街
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湾協会により作製された“鹿児島港本港区景観形成

調査報告書"5)では，本港区の建物の高さについて，

城山からの眺望において桜島側の水際線を分断しない，

(図１）また離島フェリーからの眺望において城山の

稜線を切断しないよう，（図２）建物の高さに配慮す

る。とあって，具体的に表１及び２に示す数値が記載

されている。

６．景観保全に関する問題点

以上述べた城山展望台からの桜島の景観の保全に関

する問題点などをまとめると，次の通りである。

(1)先に提案した東及び南防波堤から対岸の桜島の水

際線までの海面のシークエンス（景観の連続的変化）

を保全すると言うことは，前記の２表の内，離島フェ

リーからの眺望を基準にした高さの目安の表２にほ

ぼ一致する。

(2)前記の鹿児島における景観に関する指針（ガイダ

ンス）等は民間の高層建築物の建築計画に対して，

高さや色彩6)を変更させるだけの規制力を有するか。

景観条例の制定が必要ではないか。他県でも条例で

無かったために十分な指導ができなかった例がある。

(3)“錦江湾ウオーターフロント整備基本構想”3)で

はウォーターフロントを水際線から陸側へおおむね

500ｍと規定し，“鹿児島港本港区景観形成調査報

告書"5)では本港区の建物の高さについて述べてい

路と多数の広場や公園を基調とした，首都に相応しい

都市を構築した。その一環として中心部の建築物等の

高さを制限している。その結果，パリではモンマルト

ルの丘から中心部を一望にでき，ノートルダム寺院や

エッフェル塔がそびえ立っている。またワシントン

ＤＣ.では遠くからでも国会議事堂やワシントン記念

碑を見通すことができる。日本でも1953年に沼津市に

おいて都市の美観に関する条例が施行されて以来，景

観に関する条例・指針等を制定している自治体（都道

府県及び市レベル）は232（全自治体数の31.6％）に

達している2)。

また景観が損なわれた一例として，横浜の港の見え

る丘公園が挙げられる。かつては横浜港が一望に見渡

せた公園も，山下埠頭が建設されたためにほとんど海

面を見ることができなくなり，数年前にベイブリッジ

が完成したので，わずかに景観を保っている。すでに

港の見える丘の名前に値しない丘となった。

鹿児島県では1991年に県により制定された“錦江

湾ウォーターフロント整備基本構想''3）（筆者の一人

も検討委員）に基いて，1992年に策定された“錦江

湾ウォーターフロント景観形成マニュアル"4)では，

目標の一つとして桜島等への眺望を生かした景観の形

成としてＡ､海側からの眺望に配慮するＢ・背後か

ら海への見通しに配慮すると規定している。さらに運

輸省第四港湾建設局，県，市の調査委託で，㈹日本港

城山(108ｍ） 城山(108ｍ）

表２城山の稜線を切断しない高さの目安

図１城山からの眺望の考え方

一 面一

図２離島フェリーからの眺望の考え方

表１錦江湾を分断しない高さの目安

施設名 高 さ

北埠頭上屋

北埠頭旅客ターミナル

海洋文化交流施設

桜島フェリーターミナル

北側港湾業務ビル

南側港湾業務ビル

ホテル

物産品等販売展示施設

南埠頭上屋

南埠頭フェリーターミナル

ｍ
、
ｍ
、
ｍ
、
ｍ
、
ｍ
、

４
５
２
５
４
３
０
１
５
７

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

３
２
７
９
２
８
５
６
８
４

７
７
７
７
８
７
７
７
６
６

施設名 高さ

北埠頭上屋

北埠頭旅客ターミナル

海洋文化交流施設

桜島フェリーターミナル

北側港湾業務ビル

南側港湾業務ビル

ホテル

物産品等販売展示施設

南埠頭上屋

南埠頭フェリーターミナル

ｍ
、
ｍ
、
ｍ
、
ｍ
、
ｍ
、

１
２
９
２
０
８
４
３
０
７

●
●
●
●
●
■
●
●
●
●

０
８
８
２
４
３
１
６
２
２

４
３
４
５
５
５
５
４
３
３
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る。これらの規定は手前の既成市街地にも適用され

ると解釈できるのか。

(4)“錦江湾ウォーターフロント景観形成マニュアル"4）

では，建築物の色彩及び桜島側での周辺の自然環境

との調和を図った景観形成について言及している。

城山展望台からの桜島の景観保全にとってたいへん

に重要なことである。

(5)城山は先に列挙したように，史跡，天然記念物な

ど保存すべきものが多いが，考えてみるとそれらは

法律で保護されており，一番失いやすいものは景観

である。また城山に登る人も史跡や天然記念物を見

に行くと言うよりは，展望台からの桜島や市街地の

景観を見に行く人が大多数である。したがって城山

で一番保存に留意しなければいけないものは桜島の

景観であろう｡

(6)景観を含む自然環境は意識して保全に努めなけれ

ば年々悪化していく。もし景観条例が制定されて桜

島の景観が積極的に保全されるならば，その価値は

相対的に貴重なものとして，年を重ねるにしたがっ

て高まろう。もちろん観光にも非常に良い影響を与

えるものと考えられる。

(7)城山展望台からの桜島の景観の視界に含まれる，

鹿児島駅付近からいづろ通の交差点付近までの市街

地に，高層建築物の計画が発表されてからでは問題

を生ずることも考えられるので，日本経済が好況に

回復する前に，早い時期に景観条例が制定されるこ

とが望ましい。

７ ．まとめ

(1)鹿児島市内から桜島が眺望できる地点のうち，特

に手前に市街地を通してその景観が望める３カ所に

ついて，比較検討した。その結果，城山が景観学上

特にすぐれていることを明らかにするとともに，城

山自身が史跡や天然記念物も存在し，市の中心地か

らも非常に近く，鹿児島第一の観光名所であり，城

山展望台が桜島の景観を望むのに最適の場所である。

(2)城山展望台からの桜島の景観の中に，日本一の高

さの横浜ランドマークタワー，３０階建ての高層建築

物及びマリンタワーや電波中継塔が，それぞれ建設

された場合の合成写真を比較検討した。その結果，

少なくとも東及び南防波堤から対岸の桜島までの幅

の，錦江湾の海面のシークエンス（景観の連続的変

化）が保たれるべきである。

(3)景観の保全に関して，国の内外で条例や指針が制

定されている。鹿児島県でも指針が制定されている。

しかし手前の市街地も含めて建築物の高さや色彩を

規制できるのか疑問である。従って城山展望台から

の桜島の景観の視野をさえぎる手前の市街地及びウォー

ターフロント地域で，今後計画される建築物などの

高さ及び色彩を規制する景観条例を制定することが

望まれる。また桜島での建築物などの高さや色彩を

規制する景観条例が制定されることが望ましい。
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横浜ランドマークタワーがホテル予定地付

近に建設された場合の城111腿望台よりの桜

,崎蚊観

溺

崇

７j喧典５３０階処ビルがホテルｒ定地付近に建設され

た場合の城''1股戦台よりの桜島景観

、坐

~

騨 議
霞

NTT近波中縦潅(il准所販鉦腿上)及びマリンタァゴ

(10GmX北埠頭)が班設された勘合の
城11鯉ﾏ輪よりの桜島隅観

‘ﾉjE典６ＮＴＴ遮波中継塔及びマリンタワーが建設

された場合の城山股蝋台よりの桜島賊観


